
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
職
業
安
定
法
の
特
例
）

（
職
業
安
定
法
の
特
例
）

第
三
十
二
条

次
に
掲
げ
る
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

第
三
十
二
条

次
に
掲
げ
る
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

定
業
務
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
で
あ
っ
て
特

定
業
務
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
で
あ
っ
て
特

定
業
務
を
実
施
す
る
施
設
に
お
い
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
も
の
は
、
職
業
安
定
法

定
業
務
を
実
施
す
る
施
設
に
お
い
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
も
の
は
、
職
業
安
定
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
の
経
営
管
理
に
係
る
業
務
又
は
技
術
的
及
び
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す

一

事
業
の
経
営
管
理
に
係
る
業
務
又
は
技
術
的
及
び
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す

る
業
務
に
就
く
職
業
に
就
職
を
希
望
す
る
四
十
歳
以
上
の
者
を
専
ら
対
象
と
す
る

る
業
務
に
就
く
職
業
に
就
職
を
希
望
す
る
四
十
歳
以
上
の
者
を
専
ら
対
象
と
す
る

施
設
に
お
い
て
行
う
職
業
紹
介
等
業
務
（
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
及
び
こ
れ
ら
に

施
設
に
お
い
て
行
う
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務

付
随
す
る
業
務
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
、
立
案
、
調
査
及
び
分
析
の
業

二

事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
、
立
案
、
調
査
及
び
分
析
の
業

務
に
就
く
職
業
に
就
職
を
希
望
す
る
四
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
そ
の
他
厚

務
に
就
く
職
業
に
就
職
を
希
望
す
る
四
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
専
ら
対
象
と
し
、
職
業
の
選
択
及
び
労
働
市
場
の
状

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
専
ら
対
象
と
し
、
職
業
の
選
択
及
び
労
働
市
場
の
状

況
に
関
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
就
職
活
動
を
行
う
意
欲
を
増
進
す

況
に
関
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
就
職
活
動
を
行
う
意
欲
を
増
進
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
に
お
い
て
行
う
職
業
指
導
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
に
お
い
て
行
う
職
業
指
導
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業

務

務

公
共
職
業
安
定
所
の
庁
舎
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
が
自
ら
職
業
紹
介
等
業
務
を

三



行
う
窓
口
に
併
設
す
る
窓
口
に
お
い
て
行
う
職
業
紹
介
等
業
務

２

前
項
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
が
、
特
定
業
務
を
実
施
す
る
施
設
に
お

２

前
項
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
が
、
特
定
業
務
を
実
施
す
る
施
設
に
お

い
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当
該
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
国
以
外
の

い
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当
該
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
国
以
外
の

者
か
ら
手
数
料
又
は
報
酬
を
受
け
な
い
と
き
は
、
当
該
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
は

者
か
ら
手
数
料
又
は
報
酬
を
受
け
な
い
と
き
は
、
当
該
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
は

、
職
業
安
定
法
第
三
十
二
条
の
十
一
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

、
職
業
安
定
法
第
三
十
二
条
の
十
一
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
よ
る
特
定

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
よ
る
特
定

業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


